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広告規制についての医療法関連規定対応表 　　　　　資料３

告

五　常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名

告

告

四十六　医師又は歯科医師の略歴、年齢及び性別

二十七　別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準
に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師及び歯科医師の専門
性に関する認定を受けた旨

告

二十六　指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者又は指定介護療養
型医療施設である旨

二十　特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指
定医療機関である旨

告

十九　指定自立支援医療機関である旨

法

告

四　病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

告

三十五　休日又は夜間における診療の実施

五十二　他の医師又は歯科医師の意見を求める患者に対する協力体制を確保してい
る旨

五十　診療録を電子化している旨

五十五　安全管理のための体制を確保している旨

六　入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごと
の数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数
その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に
関する事項

告

告

告

七　当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医
師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役
職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける
者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大
臣が定めるもの

◎別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の
事項に関する基準（※別紙参照）に適合するものとして厚生労
働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護
師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨

八　患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための
措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取
扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理
又は運営に関する事項

七　入院設備の有無

★研修→×

五十三　当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保している旨

五十四　当該医療機関内において症例を検討するための会議を開催している旨

法律の規定（病院・診療所）

一　医師又は歯科医師である旨

二　次条第一項の規定による診療科名
二　診療科名

三　次条第二項の規定による診療科名

現行の法令・告示

一　医師又は歯科医師である旨

告示の項目案

三　病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示す
る事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名

三十四　予約に基づく診察の実施

一　保険医療機関又は特定承認保険医療機関である旨

六　診療日又は診療時間

十　生活保護指定医、生活保護指定歯科医、生活保護指定病院又は生活保護指定
診療所である旨

十七　外国医師臨床修練指定病院又は外国歯科医師臨床修練指定病院である旨

十一　結核予防法指定病院又は結核予防法指定診療所である旨

四　診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無

五　法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受け
た病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合に
は、その旨

◎診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の
医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴

告

十八　原子爆弾被爆者医療指定病院、原子爆弾被爆者医療指定診療所、原子爆弾
被爆者一般疾病医療取扱病院又は原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱診療所である
旨

十三　養育医療指定病院又は養育医療指定診療所である旨

六　母体保護法指定医である旨

五　労災保険指定病院、労災保険指定診療所、労災保険二次健診等給付病院又は
労災保険二次健診等給付診療所である旨

七　臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院又は歯科医師臨床研修指定診
療所である旨

八　身体障害者福祉法指定医である旨

九　精神保健指定医、精神保健指定病院又は応急入院指定病院である旨

四十九　病床数又は病室数

四十八　医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業員の員数及び患者数に対す
るこれらの従業員の配置割合

十五　戦傷病者特別援護法指定病院又は戦傷病者特別援護法指定診療所である旨

五十七　病室、機能訓練室、談話室、食堂又は浴室に関する事項(医療の内容に関す
るものを除く。)

備考

★医療機器→○（ただし、個別の販売
名は×）
★映像、写真→○
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二十八　実施している治療の方法(健康保険法の規定による療養に要する費用の額
の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号)又は老人保健法の規定による医療に
要する費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第七十二号)に規定するも
のに限る。)

三十三　当該医療機関の情報の伝達の用に供する電気通信設備を識別するための
記号

六十　紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事
業者、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、
指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定介護老人福祉施設、指
定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設の名称

告

告

告

告

告

告

三十一　平均在院日数

二十九　当該医療機関で行われた手術の件数(健康保険法の規定による療養に要す
る費用の額の算定方法又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定
に関する基準に規定するものに限る。)

四十七　患者数告

六十四　平均病床利用率

八　紹介をすることができる他の病院又は診療所の名称

九　診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨

備考

五十一　入院診療計画を導入している旨

五十六　共同利用をすることができる医療機器に関する事項

現行の法令・告示法律の規定（病院・診療所等） 告示の項目案

十二　当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、
平均的な外来患者の数又は入院患者の数その他の医療の提供
の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関す
る適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

九　紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他
の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の名称、こ
れらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は
器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医
療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事
項

十　診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、前
条第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所
における医療に関する情報の提供に関する事項

◎平均的な在宅患者、外来患者又は入院患者の数

◎当該医療機関で行われた分べんの件数

◎患者の平均的な入院日数

◎在宅患者、外来患者又は入院患者の数

◎評価療養及び選定療養

◎平均病床利用率

◎治療結果に関する分析を行っている旨又は分析結果を提供
している旨

◎セカンドオピニオンの実績

◎当該医療機関で行われた手術の件数(前号において厚生労
働大臣が定めるものに限る。)

◎分娩（保険診療に係るものを除く。）

◎自由診療のうち、診療報酬点数表に記載されているもの、
評価療養又は選定療養（以下、「保険診療等」という。）と同一
のもの。ただし、保険診療等を算定若しくは選択可能な医療機
関又は当該医療機関と同等の医療機関が、自由診療を行う
旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。

◎自由診療のうち、薬事法の承認又は認証を受けた医療機
器又は医薬品について、承認又は認証を受けた範囲を逸脱し
ない使用を行うもの。ただし、自由診療である旨及び標準的な
費用を併記する場合に限る。

三十六　往診の実施

三十七　在宅医療の実施

三十八　訪問看護に関する事項

十一　当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関
する事項（検査、手術その他の治療の方法については、医療を受
ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労
働大臣が定めるものに限る。）

◎保険診療

★医療機器・医薬品の販売名→×

★治療方針→○
★専門外来→×

告

告

告

告

二十四　特掲診療科の施設基準等(平成十六年厚生労働省告示第五十号)に規定す
る基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知事
に届け出たものである旨

二十五　入院時食事療養の基準等(平成六年厚生省告示第二百三十八号)に規定す
る基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長に届け出たもので
ある旨

三十　当該医療機関で行われた分べんの件数

二十三　基本診療料の施設基準等(平成十六年厚生労働省告示第四十九号)に規定
する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知
事に届け出たものである旨

二十一　昭和四十八年四月十七日衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知
「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付を行っている旨

十四　児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十三条の二第二項第
一号の医療の給付を行っている旨

四十ニ　健康保険法第四十三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養
(平成六年厚生省告示第二百三十六号)又は老人保健法第十七条第二項の規定に基
づき厚生労働大臣が定める療養(平成六年厚生省告示第二百五十一号)に規定する
療養の実施

★死亡率、治癒率、術後生存率
→×

★患者の声、患者満足度そのもの→×
◎患者満足度調査を実施している旨又は実施結果を提供して
いる旨
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告 六十七　前各号に掲げるもののほか、都道府県知事の定める事項

十六　公害医療機関である旨

告

告

六十六　財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしてい
る旨

三十二　財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項
目に係るものを含む。)

四十三　薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第七項に規定する治験に
関する事項

四十　保健指導又は健康相談の実施

四十五　入院患者に対して当該医療機関が提供する役務(医療の内容に関するものを
除く。)及びそれに要する費用

六十二　駐車設備に関する事項

告

三　船員保険病院又は船員保険診療所である旨

四　国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨

二　健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨

六十一　当該医療機関の施設内に設置された店舗等の名称及びその業務の種類

四十一　予防接種の実施

四十四　費用の支払方法又は領収に関する事項

五十八　対応することができる言語

五十九　介護老人保健施設又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条
第一項各号(第三号を除く。)に掲げる業務を専ら行うための施設であって、当該医療
機関の同一敷地内に併設されているものの名称

告

六十三　理事長の略歴、年齢及び性別

三十九　健康診査の実施

十二　救急医療を提供している病院又は診療所である旨

告
二十二　平成五年七月二十八日健医発第八百二十五号厚生省保健医療局長通知
「エイズ治療の拠点病院の整備について」によるエイズ治療の拠点病院である旨

現行の法令・告示

◎薬事法(昭和３５年法律第１４５号)第２条第１６項に規定する
治験に関する事項

◎予防接種の実施

◎保健指導又は健康相談の実施

◎健康診査の実施

◎法令の規定に基づく事業又は国の通達に基づく事業を実施
する病院又は診療所である旨

告示の項目案

◎船員保険病院又は船員保険診療所である旨

告

◎前各号に掲げるもののほか、都道府県知事の定める事項

◎受診の便宜を図るためのサービス

◎介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく介護サービス
を提供するための事業所又は施設若しくは医療法(昭和２３年
法律第２０５号)第４２条第１項各号(第３号を除く。)に掲げる業
務を専ら行うための施設であって、当該医療機関の同一敷地
内に併設されているものの名称及び提供するサービス

◎国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨

◎健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会
保険診療所である旨

十三　その他前各号に掲げる事項のほか、これらに準ずるものと
して厚生労働大臣が定める事項

法律の規定（病院・診療所等）

★災害拠点病院→○
★へき地医療拠点病院→○
★総合周産期母子医療センター→○

備考

十一　その他厚生労働大臣の定める事項

◎財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結
果(個別の審査項目に係るものを含む。)

◎財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機
関に登録をしている旨

◎開設者に関する事項

◎外部監査を受けている旨

告

六十五　外部監査を受けている旨

◎従業者の氏名、年齢、性別、役職、略歴

★携帯電話を使用できる→○
★インターネットに接続できる→○
★通訳の配置→○



法

法

告

告

告

法

告

法

告

法

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

◎従業者の氏名、年齢、性別、役職、略歴

★通訳の配置→○

九　その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大
臣が定める事項

◎妊産婦等満足度調査を実施している旨又は実施結果を提
供している旨

二十　外部監査を受けている旨

備考

◎妊産婦数及びじょく婦数

◎財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機
関に登録している旨

二十一　財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録期間に登録してい
る旨

告

◎受診の便宜を図るためのサービス

◎開設者に関する事項

◎外部監査を受けている旨

十六　対応することができる言語

十八　駐車設備に関する事項

十九　理事長の略歴、年齢及び性別

◎保健指導の実施

◎訪問指導の実施

◎健康検査の実施

◎当該助産所で行われた分娩の件数

八　その他厚生労働大臣の定める事項

◎分べんの介助の実施

◎自宅分べんの介助の実施

二　受胎調節実地指導員

六　助産録に係る情報を提供することができる旨

四　助産師の略歴及び年齢
◎業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴

五　入所施設の有無法

告

一　生活保護指定助産師

三　常時業務に従事する助産師の氏名

七　休日又は夜間における業務の実施

十五　安全管理のための体制を確保している旨

一　助産師である旨

二　助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並
びに助産所の管理者の氏名

四　就業の日時

現行の法令・告示

一　助産師である旨

告示の項目案

八　助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療
に関する情報提供に関する事項

六　患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための
措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取
扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運
営に関する事項 告

法律の規定（助産所）

◎生活保護指定助産師

◎受胎調節実地指導員
五　当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、
役職、略歴その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける
者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働
大臣が定めるもの

七　第十九条に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは
診療所の名称その他の当該助産所の業務に係る連携に関する
事項

六　予約に基づく業務の実施
三　就業の日時及び予約に基づく業務の実施の有無

十七　当該助産所の施設内に設置された店舗等の名称及びその業務の種類

十三　費用の支払方法又は領収に関する事項

四　入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者
の員数その他の当該助産所における施設、設備又は従業者に関
する事項

法 二　助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

三　当該助産所で行われた分娩の件数

五　当該助産所の情報の伝達の用に供する電気通信設備を識別するための記号

十　保健指導の実施

九　自宅分べんの介助の実施

十四　妊産婦数及びじょく婦数

八　分べんの介助の実施

十一　訪問指導の実施

十二　健康検査の実施



医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する広告について 資料３別紙 

【現行の告示】 

厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準（平成１４年３月２９日厚生労働省告示第１５９号） 

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項第二十六号に規定する厚生労働大臣

が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準は、次の各号に掲げる基準とする。 

一 学術団体として法人格を有していること  

二 会員数が１０００人以上であり、かつ、その８割以上が医師又は歯科医師であること  

三 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること  

四 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること  

五 医師又は歯科医師の専門性に関する資格（以下「資格」という。）の取得条件を公表していること  

六 資格の認定に際して５年以上の研修の受講を条件としていること  

七 資格の認定に際して適正な試験を実施していること  

八 資格を定期的に更新する制度を設けていること  

九 会員及び資格を認定した医師又は歯科医師の名簿が公表されていること 

【改正案】 

医療法施行規則第○○条に規定する厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準は、次の各号に

掲げる基準とする。 

一 学術団体として法人格を有していること  

二 会員数が１０００人以上であること、かつ、その８割以上が認定に係る医療従事者であること 

三 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること  

四 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること  

五 認定に係る医療従事者の専門性に関する資格（以下「資格」という。）の取得条件を公表していること  

六 資格の認定に際して、医師、歯科医師、薬剤師においては５年以上、看護師その他の医療従事者においては３年以上の

研修の受講を条件としていること  

七 資格の認定に際して適正な試験を実施していること  

八 資格を定期的に更新する制度を設けていること  

九 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること 
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